
募集要項・権利ガイドライン 

「（公社）法皇青年会議所オリジナルキャラクター大募集」 

「（公社）法皇青年会議所オリジナルキャラクター大募集」は公益社団法人法皇青年会議所（以下「当団体」）

のインスタグラム及び広報関連の一環（以下「広報」）として募集する。イラストの作成等について、以下

のとおり定める。 

 

【目的】  

第 1 条 キャラクターは、以下の目的のために作成及び使用するものとする。 

（1）広報において、当団体をより親しみやすい団体として認識してもらうこと。 

（2）広報を通じて当団体を四国中央市内外に PR すること。 

 

【作成】 

第 2 条 キャラクターの作成にあたっては、以下の点に留意するものとする。 

（1）鳥をモチーフにした、誰からも親しみを持たれるデザインであること。 

（2）他人に不快感を与える表現、宗教的なものを想起させる表現、公序良俗に反する表現は避けること。 

（3）オリジナル作品とし、第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害しないこと。 

 

【募集】 

第 3 条 キャラクターの募集にあたっては、以下の点に留意するものとする。 

（1）応募資格者は四国中央市内在住の方のみとする。 

（2）募集期間は 2023 年 5 月 1 日（月）から 6 月 30 日（金）までとする。 

 

【選考】 

第 4 条 キャラクターの選考 

1 次審査：当団体内で行うものとする。（3 キャラクターに絞る） 

最終審査：最終選考：7 月 29 日(土)、30 日(日)13：00 まで  

期間中開催予定の四国中央紙まつり会場で投票と別途投票フォームを集計し、最多票数の作品で決定とす

る。  

＊四国中央紙まつりが中止の場合は、投票フォームのみでの投票とする。  

(第 1 次選考で選ばれた作品の作成者には最終結果までご連絡させて頂きます。) 

選考にあたっての評価は以下の通りである。 

（1）当団体を PR できるものであること。 



（2）第 1 条の目的及び第 2 条の留意点を反映したものであること。 

＊1 次審査通過作品の作成者の方へは、最終審査前後に通達する。 

最終結果発表は、8 月上旬に当団体のホームページ・instagram にて発表とする。 

 

【キャラクターの権利・管理】 

第 5 条 

（1）採用されたキャラクターデザインは、ニックネームとともに当団体のオリジナルキャラクターとして

広告宣伝物や SNS を行うものとする。 

（2）採用されたキャラクターデザインの著作権は当団体に移転するものとする。  

（3）当団体は、採用デザインを独占的に利用することができることになり、採用デザイン の一部修正を

するものとする。 

 

【その他】 

第 6 条 

（1）イラストの使用などについて疑義が生じた場合は製作者と当団体で協議するものとする。 

（2）キャラクター決定後であっても、第 2 条（1）（3）に反することが判明した場合、受賞の取り消しを

行い、繰り上げ受賞者を選定する場合がある。 

 (3) 他のコンペティションへの作品の二重応募は認められない。 

（4）応募者の個人情報及びデザインは当団体において、責任を持ち破棄する。 

 

【出品方法・作品データーについて】 

第 7 条 

（1）出品方法は下記の方法とする。 

   ・当団体の instagram アカウントへダイレクトメールにて送信  アカウント：（hohoh_jc） 

   ・メールにて当団体へ送信  メールアドレス：（shikochu@hohoh-jc.jp） 

   ・FAX にて当団体へ送信 

       FAX:0896-22-4108 

   ・郵送にて応募（郵送にかかる費用は製作者様でご負担ください） 

    〒799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川 4 丁目 8 番 57 号（宇摩建設会館 3F） 

           公益社団法人法皇青年会議所まで 

   ・学校・店舗で貰った際は、貰った店舗へお渡しください。回収させていただきます。 

（2）作品データー 

   ・一般用紙に記入いただく。（素材は問わない） 

   ・チラシの裏に記載いただく。 

   ・instagram/メールにてお送りいただく場合は写真でも可とする。 

 



【お問い合わせ】  

公益社団法人法皇青年会議所 総務広報委員会 委員長 星川聡基 TEL:090-2785-5662 

 


